
船舶事故等調査報告書 

平成２７年１０月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５神第３１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年９月１４日 １５時００分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市男鹿
た ん が

島北岸沖 

 男鹿島灯台から真方位３３９°２,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４０.７３′ 東経１３４°３４.３９′） 

事故等調査の経過  平成２７年３月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ アペックスⅢ、０.２トン 

   ２５３－３２１４１兵庫、株式会社アペックスグループ 

Ｂ 水上オートバイ ドルフィン、０.２トン 

   ２６０－４５７９３兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷外板及び船底部に亀裂を伴う擦過傷 

Ｂ 右舷船首下部に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが乗り組み、男鹿島北岸沖を航行中、Ｂ船と衝突し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが乗り組み、男鹿島北岸沖を航行中、Ａ船と衝突し

た。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ２ 

海象：不詳 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

 Ａ船は、男鹿島北岸沖を航行中、Ｂ船と衝突したものと考えられる

が、船長Ａから情報が得られなかったため、衝突に至った状況を明ら

かにすることはできなかった。 

 Ｂ船は、男鹿島北岸沖を航行中、Ａ船と衝突したものと考えられる

が、船長Ｂから情報が得られなかったため、衝突に至った状況を明ら

かにすることはできなかった。 

原因  本事故は、男鹿島北岸沖において、Ａ船及びＢ船が共に航行中、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 
 


